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１ 姫路市の介護予防・日常生活支援総合事業の構成  

 

介護予防・日常生活支援総合事業は、要支援者等に対して必要な支援を行う「介護予防・生

活支援サービス事業」と全ての第１号被保険者が対象となる「一般介護予防事業」から構成さ

れます。 

 

【介護予防・生活支援サービス事業】 

① 総合事業訪問介護 

② 総合事業訪問生活援助（緩和した基準による訪問型サービス） 

③ 総合事業訪問型短期集中予防サービス（生活行為の改善に向けた訪問型サービス） 

④ 総合事業通所介護 

⑤ 介護予防ケアマネジメント 

 

【一般介護予防事業】 

① 介護予防普及啓発事業 

② 地域介護予防活動支援事業 

③ 介護支援ボランティア事業 

④ 介護予防事業施策評価事業 

⑤ 地域リハビリテーション活動支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 介護予防ケアマネジメント 

① 総合事業訪問介護 

② 総合事業訪問生活援助（緩和した基準による訪問型サービス） 

介護予防・生活支援
サービス事業 

④ 総合事業通所介護 

（利用対象者） 

・要支援者 

・基本チェックリ
スト該当者（介護
予防・生活支援サ
ービス事業対象
者） 

介護予防・ 

日 常 生 活

支 援 総 合

事業 

③ 総合事業訪問型短期集中予防サービス（生活行為の改善に向けた訪問型サービス） 

一般介護予防事業 

① 介護予防普及啓発事業 

② 地域介護予防活動支援事業 

③ 介護支援ボランティア事業 

⑤ 地域リハビリテーション活動支援事業 

④ 介護予防事業施策評価事業 ・第１号被保険者 

・その支援のため
の活動に関わる
者 
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２ 介護予防・生活支援サービス事業  

 ⑴ 利用対象者及び利用できるサービス 

利用対象者 総合事業サービス 介護予防サービス 

要支援者（「要支援」認定を受けた人） 〇 〇 

事業対象者（基本チェックリスト該当者） 〇 × 

   ※介護予防サービス：福祉用具貸与、通所リハビリテーションほか 

 ⑵ 事業対象者 

① 要支援認定の更新対象者 

② 要支援認定申請の結果、「非該当」の判定された者 

【相談からサービス利用までの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非該当 

(自立） 
事業対象者

判定（※2） 

使えるサービス 

○ 介護サービス 

・訪問介護 

・通所介護 

・訪問看護 

・通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

・福祉用具貸与 

・住宅改修 など 

○ 一般介護予防

事業 

・いきいき百歳体操 

・介護支援ボランティア事業 

など 

使えるサービス 

○ 介護予防サービス 

・訪問看護、通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 

・福祉用具貸与・住宅改修 など 

○ 介護予防・生活支援サービス 

○ 一般介護予防事業 

・いきいき百歳体操 

・介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業 

など 

使えるサービス（※3） 

○ 介護予防・生活支援サービス 

○ 一般介護予防事業 

・いきいき百歳体操 

・介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業 

など 

要介護・要支援認定 

非該当 

(自立) 

基本チェックリスト（※1） 

要支援１ 

要支援２ 

要介護 

１～５ 

 

① 新規で介護サービス・介護予防

サービスの利用を希望する人 

② 第２号被保険者（40～64 歳） 

③ 要介護認定の更新を迎えた人 

要支援１・２の認定の更新を迎えた人 

（２号被保険者は除く） 

 

 

 

使えるサービス 

○ 一般介護予防事業 

・いきいき百歳体操 

・介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ事業 

など 

ケアプラン 

（地域包括支援センター） 

ケアプラン 

（居宅介護支援事業所） 

一般介護予

防事業の利

用を希望す

る人 

地域包括支援センター または 地域包括支援課に相談 

ケアプラン 

（地域包括支援センター） 

65 歳以

上のみ 

事業対象者になること

を希望する人 

認定の更新を 

希望する人 
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（※1）「基本チェックリスト」を実施 

必要に応じて、地域包括支援センターが実施します。 

 

（※2）事業対象者の届出受付は、各出先機関では行っていません。担当区域の地域包括支援センタ

ーへ、「介護保険被保険者証」、「介護予防ケアマネジメント依頼届出書」を提出してくだ

さい。 

市（地域包括支援課）で判定を行い、「判定結果通知」、「介護保険被保険者証」等を本人

宛てに交付します。 

 

（※3）介護予防・生活支援サービスの利用対象者は要支援者に相当する者です。チェックリストに

該当し、事業対象者となった人であっても、要支援者に相当しない軽度の人はサービス

の利用対象にはなりません。地域包括支援センター等によるアセスメント及びケアマネ

ジメントの結果、必要な場合にサービスが提供されます。 

 

【留意事項】 

○ 事業対象者の有効期間に、終期はありません。 

〇 事業対象者は、必要に応じて、要支援・要介護認定を申請できます。 

○ 事業対象者のサービスは、要支援者と同様、地域包括支援センター等による「介護予

防ケアマネジメント」に基づき、提供します。 

 

 

 

 

３ サービスの基準について  

 

サービス種類 基準 

総合事業訪問介護 姫路市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運

営等の基準に関する要綱 

※要綱は、地域包括支援課のホームページに掲載しています。 

総合事業訪問生活援助 

総合事業通所介護 

総合事業訪問型短期集中予

防サービス 

委託事業者（指定訪問リハビリテーション事業所、指定訪問

看護事業所）により、提供しています。 

 

  



4 
 

 

４ サービスの単価について   

 

単位数の詳細は、５～８ページの「５姫路市おける総合事業のサービス概要」を参照してく

ださい。 

 

⑴ 総合事業訪問介護、総合事業通所介護 

算定方法は、１月当たりの「月額包括報酬」を用います。 

１単位当たりの単価は、姫路市の地域区分単価を適用します。 

サービス種類 単価 サービスコード 

総合事業訪問介護 １０．２１円 Ａ２ 

総合事業通所介護 １０．１４円 Ａ６ 

  ＜留意事項＞ 

※ 総合事業通所介護の報酬は、週 1 回程度または週 2 回程度で算定しますが、実績ではな

く、当初に計画されていたケアプランどおりの算定で請求を行ってください。 

 

 ⑵ 月額包括報酬の「日割り請求」の取扱い（総合事業訪問介護・総合事業通所介護） 

※ 添付資料 別紙１「介護予防・日常生活支援総合事業の月額包括報酬の日割り請求について」

（12ページ）を参照してください。 

 

⑶ 総合事業訪問生活援助 

算定方法は、１回当たりの報酬です。 

サービス種類 単価 サービスコード 

総合事業訪問生活援助 １０．２１円 Ａ３ 

 

⑷ 総合事業訪問型短期集中予防サービス 

総合事業訪問型短期集中予防サービスは、指定事業者により提供するサービスではな

く、市の委託事業として実施します。 

このため、給付管理の対象とはならず、支給限度額管理の対象にもなりません。 
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５ 姫路市における総合事業のサービス概要  
 

⑴  

名 称 総合事業訪問介護 

事業主体 指定事業者 

対象者 要支援者、事業対象者 

サービス内容 訪問介護員による身体介護、生活援助 

基 準 

・人員、設備、運営の基準は、「姫路市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、

設備及び運営等の基準に関する要綱」に規定。 

・同一の事業所において要支援者等と要介護者とを一体的にサービス提供する

場合、要支援者等と要介護者を合わせた数で基準を満たす必要あり。 

 資格要件 配置要件 

管理者※１ なし 常勤・専従１以上 

訪問介護員等 
介護福祉士、介護職員初任者

研修修了者等 
常勤換算 2.5以上 

サービス提供責任者 
介護福祉士、実務者研修修了

者等 

常勤の訪問介護員等の

うち、利用者４０人に

１人以上※2 

※1 支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能 

※2 一部非常勤職員（常勤職員の勤務時間の１／２以上）も可能 

報 酬 

 

 対 象 包括報酬（月） 

週１回程度 要支援１・２、事業対象者 月 １，１７６単位 

週２回程度 要支援１・２、事業対象者 月 ２，３４９単位 

週２回超程度 要支援２、事業対象者 月 ３，７２７単位 

＜加算＞ 

特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、 

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 

初回加算、生活機能向上連携加算、介護職員処遇改善加算、 

介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算 

＜減算＞ 

同一建物減算 

単 価 １単位 １０．２１円 

利用者負担 １割 又は ２割 又は ３割  ※ 給付制限の適用なし 

サービスコード Ａ２ 

支払方法 国保連経由 

限度額管理 有 
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（2）  

名 称 総合事業訪問生活援助（緩和した基準による訪問型サービス） 

事業主体 指定事業者   

対象者 

要支援者、事業対象者 

※ 単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族（以下「家族等」という。）

と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当

該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものが対象。 

※ 認知機能の低下により日常生活に支障がある症状・行動を伴う者、退院直後

で状態が変化しやすく、専門的サービスが特に必要な者などは利用不可。 

サービス内容 

生活援助 

※ 平成１２年３月１７日付 老計第１０号「訪問介護におけるサービス行為ご

との区分等について」２－０から２－６に定める生活援助の範囲内 

基 準 

・人員、設備、運営の基準は、「姫路市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、

設備及び運営等の基準に関する要綱」に規定。 

 資格要件 配置要件 

管理者※1 なし 専従１以上 

従事者等 
介護福祉士、介護職員初任者研

修修了者、一定の研修受講者等 
必要数 

サービス提供責任者 
介護福祉士、実務者研修修了者

等 

常勤の訪問介護員等

のうち、利用者４０人

に１人以上※2 

※1 支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能 

※2 一部非常勤職員（常勤職員の勤務時間の１／２以上）も可能 

・必要に応じ、個別サービス計画の作成 

報 酬 

 

 利用１回あたりの報酬 

所要時間２０分以上４５分未満 １８３単位 

所要時間４５分以上 ２２５単位 

・利用回数は、週２回まで 

＜加算＞ 

特別地域加算、中山間地域等における小規模事業所加算、中山間地域等に居

住する者へのサービス提供加算 

＜減算＞ 

同一建物減算 

単 価 １単位 １０．２１円 

利用者負担 １割 又は ２割 又は ３割  ※ 給付制限の適用なし 

サービスコード Ａ３ 

支払方法 国保連経由 

限度額管理 有 
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（3） 

名 称 総合事業訪問型短期集中予防サービス 

事業主体 

姫路市 

※姫路市が指定訪問リハビリテーション事業所、指定訪問看護事業所のうち、希望す

る事業者に委託して実施 

対象者 

要支援者、事業対象者のうち、医療によるリハビリテーション、通所リハビリテ

ーション、訪問リハビリテーション又は訪問看護によるリハビリテーションを受

けていない者で介護予防ケアマネジメントにおいて必要性が認められた希望者。 

サービス内

容 

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、居宅などを訪問して自立支援・重度

化予防のための指導・助言を行うもの。 

・１回の利用時間は、概ね１時間 

・期間は、概ね３か月以内 

・期間中、最大７回まで利用可能 

基 準 

・人員、運営の基準は、「姫路市介護予防・日常生活支援総合事業訪問型短期集

中予防サービス事業実施要綱」規定。 

※1 支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能 

 資格要件 

管理者※１ なし 

従事者等 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 

事業費 

 

事業の実施場所 
事業費の額 

（１人１回当たり） 

利用者負担額 

（１人１回当たり） 

姫路市（家島町、夢前町、

安富町を除く） 
８，６２４円 

８６２円 
家島町、夢前町、安富町 

９，０６１円 

※事業実績のあった翌月の１０日までに、 

① 利用者実績確認書を基に完了報告書を作成し、市（地域包括支援課）に報告 

② 完了確認後、市（地域包括支援課）へ請求書を提出 

利用者負担 利用者 1人 1回当たり８６２円（市へ納付）※給付制限の適用なし 

支払方法 姫路市から委託事業者に直接支払 

限度額管理 無 
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（4） 

名 称 総合事業通所介護 

事業主体 指定事業者 

対象者 要支援者、事業対象者 

サービス内容 入浴、機能訓練等 

基 準 

・人員、設備、運営の基準は、「姫路市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、

設備及び運営等の基準に関する要綱」に規定。 

・同一の事業所において要支援者等と要介護者とを一体的にサービス提供する

場合、要支援者等と要介護者を合わせた数で基準を満たす必要あり。 

 配置要件 

管理者※ 常勤・専従１以上 

生活相談員 専従 1以上 

看護職員 専従 1以上 

介護職員 

～１５人 専従１以上 

１５人～ 利用者１人に専従０．２以上 

※基準は従前の介護予防通所介護のとおり 

機能訓練指導員 １以上 

（生活相談員・介護職員の１以上は常勤） 

※支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の職務に従事可能 

報 酬 

 

 対 象 包括報酬（月額） 

週１回程度 要支援１、事業対象者 １，６７２単位 

週１回程度 要支援２ １，６７２単位 

週２回程度 要支援２、事業対象者 ３，４２８単位 

＜加算＞ 

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算、生活機能向上グループ活

動加算、運動器機能向上加算、若年性認知症利用者受入加算、栄養アセスメ

ント加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算、選択的サービス複数実施加算、

事業所評価加算、サービス提供体制強化加算、生活機能向上連携加算、口腔・

栄養スクリーニング加算、科学的介護推進体制加算、介護職員処遇改善加算、

介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算 

＜減算＞ 

定員超過利用減算、人員基準欠如減算、同一建物減算 

単 価 １単位 １０．１４円 

利用者負担 １割 又は ２割 又は ３割  ※ 給付制限の適用なし 

サービスコード Ａ６ 

支払方法 国保連経由 

限度額管理 有 
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６ 負担軽減等  

 

＜負担軽減＞ 

高額介護予防サービス費、高額医療合算介護予防サービス費に相当する事業、社福軽減等の

低所得者に対する利用者負担額の軽減についても適用します。 

※ 高額介護予防サービス費相当事業に該当する人に対しては、４か月ごとに介護保険課から

送付される「介護サービス費用のお知らせ」で、申請をご案内します。 

 

 ＜給付制限＞ 

保険料滞納に伴う給付制限措置は、総合事業には適用しません。 

※ただし、福祉用具貸与等の介護予防給付は、給付制限が適用されます。 

 

 

７ 利用限度額  

 

対象者 利用限度額 

要支援１、事業対象者 ５，０３２単位 

要支援２ １０，５３１単位 

  ※ 要支援者については、予防給付と総合事業を一体的に管理します。（合計で上記の単位数 

を限度とする。） 

※ 総合事業訪問型短期集中予防サービスは、支給限度額管理の対象外です。 

※ 事業対象者において、退院直後で集中的にサービス利用することが自立支援につながる

と考えられる場合、おおむね１か月の範囲内で、１０，５３１単位までサービス利用する

ことができます。その際は、地域包括支援課に申請してください。 

 

 

８ 介護予防ケアマネジメント  

 

要支援者又は事業対象者が介護予防・生活支援サービスを利用する際は、地域包括支援セン

ター等による介護予防ケアマネジメントにより、ケアプランを作成する必要があります。 

介護予防ケアマネジメントは、本人の自立支援を目的とし、その心身の状況等に応じて、本

人のニーズに合った適切なサービスが提供されるよう、専門的視点から必要な援助を行うもの

です。 

姫路市では、「原則的な介護予防ケアマネジメント」（ケアマネジメントＡ）のみ実施してい

ます。 
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姫路市の介護予防ケアマネジメント 

事業主体 地域包括支援センター（居宅介護支援事業所への一部委託も可） 

対象者 要支援者、事業対象者 

介護予防ケアマネ

ジメント対象のサ

ービス 

介護予防・生活支援サービス 

（総合事業訪問介護、総合事業訪問生活援助、総合事業訪問型短期集

中予防サービス、総合事業通所介護） 

ケアマネジメント

のプロセス 

アセスメント、サービス担当者会議の開催、モニタリング等、介護予

防支援と同様に実施します。 

報 酬 月４３８単位  加算体系も介護予防支援と同様 

サービスコード ＡＦ 

単 価 １単位 １０．２１円 

支払方法 国保連経由 

なお、要支援者が介護予防・生活支援サービスの他に、月のうち１日でも介護予防サービス

を利用する場合は、介護予防ケアマネジメントではなく、介護予防支援となります。 
 

種 類 

要支援者 

事業対象者 介護予防サービス 

のみ 

介護予防サービス 

＋ 

介護予防・生活支援 

サービス 

介護予防・生活支援 

サービスのみ 

介護予防 

ケアマネジメント 
× × ○ ○ 

介護予防支援 ○ ○ × × 

（例）要支援者が、総合事業訪問介護（介護予防・生活支援サービス）の他に、介護予防福祉

用具貸等の介護予防給付をプランに位置付けている場合は、介護予防ケアマネジメントで

はなく、介護予防支援となります。 

 

〇 介護予防ケアマネジメントを実施する前に、地域包括支援センターに「居宅（介護予防）

サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書」を提出してください。 

 

○ マネジメントの種類が、「介護予防ケアマネジメント」から「介護予防支援」に、「介

護予防支援」から「介護予防ケアマネジメント」に変更になっても、「居宅（介護予防）

サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書」を再提出する必

要はありません。 

ただし、転居等により管轄の地域包括支援センターが変わる場合は提出が必要です。 

【ポイント】 

「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」は、実質的に同じものですが、請求時のコー

ドが異なります。「介護予防支援」は「４６」、「介護予防ケアマネジメント」は「ＡＦ」です。 
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９ 定款等について  

 

総合事業のサービスを提供する事業者は、介護予防・日常生活支援総合事業を行う旨を定款

等に定める必要があります。 

 

   例） 介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業 

      介護保険法に基づく第１号事業 

      介護保険法に基づく第１号訪問事業 

      介護保険法に基づく第１号通所事業 等 
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介護予防・日常生活支援総合事業の月額包括報酬の日割り請求について 
 

・以下の対象事由に該当する場合、日割りで算定する。該当しない場合は、月額包括報酬で算定する。 
・日割りの算定方法については、実際に利用した日数にかかわらず、サービス算定対象期間（※）に応じた 
 日数による日割りとする。具体的には、用意された日額のサービスコードの単位数に、サービス算定対象 
 日数を乗じて単位数を算定する。 
※ サービス算定対象期間：月の途中に開始した場合は、起算日から月末までの期間。 

              月の途中に終了した場合は、月初から起算日までの期間。 
 

月額報酬対象サービス   月途中の事由 起算日（※2） 

・総合事業訪問

介護 

 

・総合事業通所

介護 

開

始 

・区分変更（要支援１⇔要支援２） 

・区分変更（事業対象者→要支援） 
変更日 

・区分変更（要介護→要支援） 

・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※1）  

・事業開始（指定有効期間開始） 

・事業所指定効力停止の解除 

契約日 

・利用者との契約開始（※3） 契約日 

・介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認

知症対応型共同生活介護の退去（※1） 
退去日の翌日 

・介護予防小規模多機能型居宅介護の契約解除（※1） 契約解除日の翌日 

・介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所

療養介護の退所（※1） 
退所日の翌日 

・公費適用の有効期間開始 開始日 

・生保単独から生保併用への変更 

（６５歳になって被保険者資格を取得した場合） 
資格取得日 

終

了 

・区分変更（要支援１⇔要支援２） 

・区分変更（事業対象者→要支援） 
変更日 

・区分変更（事業対象者→要介護） 

・区分変更（要支援→要介護） 

・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※1）  

・事業廃止（指定有効期間満了） 

・事業所指定効力停止の開始 

契約解除日 

 

（廃止・満了日） 

（開始日） 

・利用者との契約解除（※4） 契約解除日 

・介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認

知症対応型共同生活介護の入居（※1） 
入居日の前日 

・介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者の登録

開始（※1） 

サービス提供日（通い、

訪問又は宿泊）の前日 

・介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所

療養介護の入所（※1） 
入所日の前日 

・公費適用の有効期間終了 終了日 

・介護予防ケア

マネジメント費 
－ 

・日割りは行わない。 

・月の途中で事業者の変更がある場合は、変更後の事

業者のみ月額包括報酬の算定を可能とする。（※1） 

・月の途中で要介護度に変更がある場合は、月末にお

ける要介護度に応じた報酬を算定するものとする。 

・月の途中で利用者が他の保険者に転出する場合は、

それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を

可能とする。 

・月の途中で、生保単独から生保併用へ変更がある場

合は、それぞれにおいて月額包括報酬の算定を可能

とする。 

－ 

 

別紙１ 
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・日割り計算用

サービスコード

がない加算 

－ 

・日割りは行わない。 

・月の途中で事業者の変更がある場合は、変更後の事

業者のみ月額包括報酬の算定を可能とする。（※1） 

・月の途中で要介護度に変更がある場合は、月末にお

ける要介護度に応じた報酬を算定するものとする。 

・月の途中で利用者が他の保険者に転出する場合は、

それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を

可能とする。 

・月の途中で、生保単独から生保併用へ変更がある場

合は、生保併用にて月額包括報酬の算定を可能とす

る。 

－ 

 
 

※1 ただし、利用者が月の途中で他の保険者に転出する場合を除く。月の途中で、利用者が他の保険

者に転出する場合は、それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能とする。 

※2 終了の起算日は、引き続き月途中からの開始事由がある場合については、その前日となる。 

※3 当該契約開始月にサービス利用がなく、翌月からサービス利用を開始した場合、当該契約開始月

については報酬の請求ができない。 

※4 当該契約解除月にサービス利用がない場合、当該契約解除月については報酬の請求ができない。 

 

 


